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資料① 

地域医療の確保と 自治体病院のあ り方等に関する 検討会開催要領 

第 Ⅰ 趣旨 

近年、 自治体病院の 経営状況は大変厳しいものとなっており、 また、 
地域における 医師の確保は、 相当困難を伴 う ものとなっている。 

この ょう な状況の中、 自治体病院が、 地域住民の医療ニーズを 的確に 

把握し、 いかに地域における 医療提供体制の 確保を行い、 良質な医療を 
ど う 効率的・継続的に 提供していくことができるかが、 近年益々重要に 

なっている。 そのためには、 経営基盤の安定化を 図るとともに、 自治体 

病院の再編・ ネ、 ッ トワーク化など 地域における 医療提供体制の 抜本的な 

見直し等が喫緊の 課題となっている。 
そこで、 今般、 地域医療に関する 関係省庁連絡会議においてとりまと 

めた「へき地を 含む地域における 医師の確保等の 推進について」 ( 平成 
1 6 年 2 月 2 6 日 ) において、 「当面の取組」としているとおり、 地方 

公共団体や関係機関との 連携の下、 自治体病院の 医師確保システム 及び 
再編・ ネ、 ッ トワーク化のあ り方等について 検討を行 う 。 

第 2  調査検討内容 
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自治体病院の 再編・ネットワーク 化のあ り方等の検討 

第 3  構成 

検討会は、 別紙の構成員をもって 構成する。 

第 4  座長 

(1) 検討会に座長を 置き、 構成員の互選によりこれを 定める。 

(2) 座長は、 会務を総理する。 

第 5  議事 

(1) 検討会の会議は、 座長が招集する。 
(2) 座長に事故があ るときは、 あ らかじめ座長が 指名する者がその 

職務を代理する。 

第 6  その他 

(1) 検討会の庶務は、 総務省自治財政局地域企業経営企画室におい 

て 処理する。 

(2) この要領の定めるもののほか、 検討会の運営その 他検討会に関 

し 必要な事項は、 座長が定める。 

て 1 ) 



地域医療の確保と 自治体病院のあ り方等に関する 検討会 構成員名簿 

資料② 

[ 構成員 J ( 敬称略 ) 

青 木 信 之 

茨 常 則 

今 岡 輝 夫 

長 隆 

梶 尾 雅 宏 

北 窓 隆 子 

Ⅱ ヒ 良 治 

下 條 文 武 

佐 藤 津 村 

谷 田 一 久 

針 山 哲 

座長代理 樋 口 紘 

座 長 遠 見 公 雄 

山 本 晃 

( 異動者 ) 

第 3 回会議 大 西 証 空 

第 2 回会議まで 北 島 智 子 

第 2 回会議まで 谷 本 雅 男 

第 2 回会議まで 土 生 栄 二 

( 総務省自治財政局地域企業経営企画室長 ) 

( 日本医療文化化研究会主宰 ) 

( 島根県健康福祉部医療対策課長 ) 

( 公認会計士 ) 

( 厚生労働省 医 政局総務課企画官 ) 

( 青森県健康福祉部長 ) 

(] ヒ 海道奈井江町長 ) 

( 国立大学法人新潟大学区歯学総合病院長 ) 

( 山形県健康福祉部長 ) 

( 広島国際大学助教授 ) 

( 厚生労働省 医 政局指導 課 医療計画推進指導官 ) 

( 岩手県立中央病院長 ) 

( 赤穂市民病院長 ) 

( 文部科学者高等教育局医学教育課大学病院支援室長 ) 

( 厚生労働省 医 政局総務課企画官 ) 

( 厚生労働省 医 政局指導 課 医療計画推進指導官 ) 

( 文部科学者高等教育局医学教育課大学病院支援室長 ) 

( 厚生労働省 医 政局総務課企画官 ) 

(5 0 音順 ) 
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「地域医療の 確保と自治体病院のあ り方等に関する 検討会」開催状況 

資料③ 

「地域医療の 確保と自治体病院のあ り方等に関する 検討会」は、 自治体病院の 医師確保 

システム及び 再編・ネットワーク 化のあ り方等を検討することを 目的として、 平成 1 6 年 

5 月 1 3 日に第 1 回会議を開催し、 その後、 第 4 回まで会議を 行った。 

0 第 1 回会議 

開催日時 : 平成丁 6 年 5 月 1 3 日 ( 木 ) Ⅰ 6 : Ⅰ 5 ～ 1 7 : 4 5 

開催場所     剛堂 会館 4 階 第 Ⅰ会議室 
議 事 : 座長の選出、 検討会開催の 趣旨説明、 今後の進め方について、 その他 

0 第 2 回会議 

(( 社 ) 全国自治体病院協議会等主催「医師確保対策等検討委員会」との 合同会議 ) 開催日時 : 平成 1 6 年 6 月 3 0 日 ( 水 ) 1 3 3 0 Ⅰ 6 3 O 

開催場所 : 剛堂 会館 4 階第 1 会議室 
議 事 : 青森県・山形県・ 島根県からのヒアリンバ、 意見交換、 その他 

0 第 3 回会議 

開催日時 : 平成 1 6 年 8 月 2 0 日 ( 金 ) 1 5 : 1 5 ～Ⅰ 7 : 1 5 

開催場所     剛堂 会館 4 階 第 1 会議室 
議 事 : 自治体病院再編・ネットワーク 化の論点整理について、 意見交換、 その他 

0 第 4 回会議 

開催日時     平成 1 6 年 1 0 月 2 2 日 ( 金 ) 1 5 : 1 5 ～Ⅰ 7 : 1 5 

開催場所     剛堂 会館 4 階 第 Ⅰ会議室 

議 事     「地域医療の 確保と自治体病院のあ り方等に関する 検討会報告書 ( 素案 ) 」 

ほ ついて 

て 3 Ⅰ 



へき地を含む 地域における 医師の確保等の 推進について 
資料④ 

平 成 1 6 年 2 月 2 6 日 

地域医療に関する 関係省庁連絡会議 

へき地を含む 地域における 医療提供体制の 確保は、 医療政策における 重要課題であ り、 こ 

れまでもへき 地保健医療対策の 推進、 医療計画の導入等により、 各都道府県等における 計画 
的な取組を求めるとともに、 これを支援してきたところであ るが、 関係者の努力にもかかわら 
ず 、 医師の地域偏在は 依然として大きな 問題であ り、 へき地を含む 地域での医師の 確保は相 
当の困難が伴うものとなっている。 

このような中、 医師名義の貸し 借りが大きな 社会問題となっている。 医師名義の貸し 借りは、 
医療や大学に 対する国民の 信頼を裏 切る重大な問題であ り、 これを根絶し、 再発防止を登底 
するとともに、 大学と地域の 医療機関との 関係のあ り方を見直し、 国民の信頼を 回復すること 
が 急務であ る。 また、 医師の臨床研修の 必修化は、 平成 16 年度から実施されることとなってお 
り、 中長期的には 地域の医師確保にも 資するものと 期待される一方で、 研修体制の整備等に 
伴う当面の地域医療への 影響も指摘されている。 

このため、 厚生労働省、 総務省、 文部科学 省 においては、 へき地を含む 地域における 医師の 
確保等について、 関係省庁が十分に 連携して更に 積極的に取り 組み、 都道府県等を 支援して 
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医師確保対策、 地域における 医師確保のための 大学・地域の 医療機関・都道府県等の 連携の 
あ り方、 地域における 医師確保のための 医師の養成のあ り方、 病院における 医師の勤務実態 
の把握と配置のあ り方等を当面の 課題として、 4 回にわたり関係者からのヒアリンバを 行い、 意 
見 交換を行いつつ、 検討を行ってきた。 

関係省庁においては、 これらを踏まえ、 地域における 関係者の連携の 促進、 地域医療を担う 
医師の養成，確保の 推進、 医療提供体制の 再編・合理化・ 連携の推進等を 図るため、 下記のⅠ 

に掲げる施策に 当面緊急に取り 組むこととする。 更に、 今後、 中長期的に総合的な 対策を推進 
するため、 引き続き、 水連絡会議を 通じて連携・ 調整を行いながら、 下記の 2 に掲げる事項につ 
いて検討を進め、 地域における 医療を確保するための 必要な措置を 講じるものとする。 

- 己 

1. 当面の取組 

(1)  地域における 医療対策協議会の 開催の促進 
  都道府県における、 医師会等の医療関係団体、 地域の中核的な 病院、 当該都道府 
県内の医科大学・ 大学医学部等を 構成員とし、 医師の確保が 困難な地域について、 医 

療 提供体制の整備状況についての 地域，診療科ごとの 分析等を踏まえ、 医療機関の 
機能分担や連携の 推進、 必要な医師の 確保や医療機関への 配置、 地域医療を担う 医 

師の生涯を通じた 教育研修体制の 整備等について 協議を行い、 対応策を推進する 協 

議会の開催を 促進する。 ( 川添参照 ) 

(4) 



(2) 医療提供体制の 再編・合理化、 連携の推進 

  

 
 

支
援
す
る
。
 
臨
床
研
修
病
院
を
 
で
の
研
修
に
支
障
が
 
生
じ
な
い
よ
う
、
 

域
 

  

い
能
コ
 

促
進
す
 

を
 
の
見
直
し
 

病
主
 

に
 

点
病
 

直
公
 

お
 

の
 
師
宣
 

る
  

 

 
 

 
 

医
療
を
確
保
す
 
へ
き
地
に
お
け
る
 

 
 

す
 

 
 

進
 

携
件
 

連
要
 

 
 

 
 

を
推
 

備
 

診
認
 
整
 

病
承
 

 
 

の
 

関
の
機
能
分
担
と
 

医
療
支
援
病
院
の
 

ム
 

Ⅰ
・
 

ワ
 
@
 
ス
 
シ
 
療
 
医
 
 
 
三
 
，
 
%
 

 
 

造
 
る
た
め
 

ウ
 

イ
 

②
 

脚
 ①
・
 

③
 

②
 

①
 

 
 
3
 
 
 

(5) 



③ 大学における 医師紹介システムの 明確化政 ぴ 決定プロセスの 透明性の確保 
・ 大学に対して、 地域医療機関との 関係や医療のニーズなどの 地域の実情を 適 
切に踏まえた 上で、 医師紹介が公正・ 円滑に行われるような 医師紹介システムを 
構築するとともに、 当該システムにおける 一連の決定プロセスを 関係医療機関に 
周知するなどにより、 透明性の確保に 努めるよう要請する。 

2. 今後の検討課題 

(1)  へき地医療等の 確保の計画的推進 

① 第 10 次へき地保健医療計画の 策定 
  へき地保健医療対策全体の 見直しについては、 平成 16 年度中に検討会を 開 

催し、 検討を進め、 平成 17 年度中に第 10 次へき地保健医療計画を 策定する。 

② 医療計画の見直し 
  医療計画制度については、 その見直しに 当たり、 地域における 医療提供体制 
の整備の実効性をより 高める方策を 検討し、 平成 17 年度から新制度を 実施す 
る。 

            万宝モ仏日 臣 。 1l, 面相 耳眼 平 ・ホ目白 しり 兄巨し 

・ 臣 医師の養成，就業の 。 1, 面相 耳 m し 。 " れ里 実態地域や診療科による し 偏在等を総合的に 勘案し平 成 17 
年度中を目途に 医師の需給見通しの 見直しを行う。 

(3) 地域医療を担う 医師の養成のあ り方の検討 

の (2) の医師需給見通しの 見直しを踏まえた 大学における 医師養成のあ り方の検 
討 

・ 地域医療を担 う 医師の養成や 地域への定着を 推進する観点から、 平成 17 年 
度に向けて、 自治医科大を 含む医科大学、 大学医学部の 医師の養成システム 
( 奨学金制度の 構築、 地域枠の設定を 含む入学定員のあ り方等 ) ついて検討を 

行っ。 ， - 

② 臨床研修病院のあ り方の見直し 
  臨床研修病院の 指定基準については、 地域医療に与える 影響を懸俳する 指摘 

に対応し、 研修医数等について 平成 19 年 3 月 3 「 日 までの間の暫定措置を 講じ 
ているところであ り、 この取扱いについては、 同年 4 月「 日 以降も当該取扱いを 継 
続するか否かを 含め、 再検討を行う。 

  更に、 臨床研修病院の 指定基準等については、 必修化の施行後 5 年以内に見 
直しを行う。 

(6) 



③ その他 
  地域医療を担当する 医師の育成のあ り方、 大病院等を定年で 退職した医師等 

ほ ついて地域医療を 行うことができるようにするための 再教育プロバラムの 構築 
について検討を 進める。 

(4) 地域における 医師確保のための 新たなシステムの 検討 
・ 平成 17 年度に向けて、 円滑な医師の 配置が可能となるよ う、 例えば都道府県を 主 

体とする医師確保体制など 地域における 医師採用・確保のための 新たなシステムの 

検討を行 う 。 

(5)  医師の配置を 含めた医療提供体制のあ り方の検討 
  へき地を含む 地域における 医療サービスの 確保・向上を 図る観点から、 医療機関の 
機能分化と連携、 医師の配置等の 医療提供体制のあ り方について、 医師の充足 状 

況や病院における 医師の勤務実態を 勘案しっ つ 、 検討を進める。 

(7) 



( 別添 ) 

地域における 医療対策協議会の 例 

[ 名 称 ] 

「 00 県 医療対策協議会」 

[ 構成員 ] 

0  都道府県の医 政 担当部局長、 関係保健所長、 その他の関係部局 ( 財政担当課、 市町 
村担当課 ) 

0  都道府県医師会の 会長 
0  当該都道府県内の 医科大学の学長、 大学の医学部長、 大学附属病院長 
0  民間も含めた 地域の中核的な 病院やへき地等の 病院の院長 
0  関係市町村長 
0  医療を受ける 立場にあ る住民 など 

[ 協議，検討事項 ] 

0  医療提供体制の 整備状況についての 地域・診療科ごとの 分析 

0  医師の確保が 困難で適正な 医療提供に支障が 生じている医療機関についての 対応 

0  医師の効果的な 確保・配置対策の 推進 
  地域医療を確保するための 大学による医師紹介のあ り方 
  へき地等の医療機関， E 師の支援 

0  医療機関の機能分化・ 重点化，効率化と 連携の推進 

0  地域医療を担う 医師の養成の 推進 
  地域医療を担う 医師養成のための 大学教育の推進 
  臨床研修を含む 生涯を通じた 教育研修体制の 整備 

[ 事務局 ] 

0  都道府県の医 政 担当部局 

氷 上記は、 都道府県単位で 設置する場合の 例であ り、 医師の確保が 困難な二次医療 
圏 ごとに設置することもあ り得る。 

(8) 




